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第１章  計画の基本的事項 

１．計画策定の背景と目的 

廿日市市では、今後、人口減少と少子高齢化の更なる進行が予想される中、本市の総合

的なまちづくりの指針である「第６次廿日市市総合計画（以下、総合計画）」や本市の都市

計画に関する基本的な方針である「廿日市市都市計画マスタープラン（以下、都市計画マ

スタープラン）（改定中）」を受け、生活に必要な機能を適正に配置しながら公共交通ネッ

トワークと連動した持続可能なまちづくりをめざし、『廿日市市立地適正化計画（以下、本

計画）』を策定します。 

 

２．立地適正化計画とは 

（１）立地適正化計画の概要 

都市全体の構造を見直し、コンパクトなまちづくりとこれと連携した公共交通のネット

ワークを形成するため、居住や医療・商業等の暮らしに必要なサービス施設の立地の適正

化を図る計画です。これにより、「高齢者でも出歩きやすく健康・快適な生活の確保」、

「子育て世代等の若年層にも魅力的なまちの実現」、「財政面・経済面で持続可能な都市

経営の実現」、「低炭素型の都市構造の実現」、「災害に強いまちづくりの推進」等をめ

ざします。（国土交通省 都市計画運用指針より） 

 

（２）立地適正化計画で定める主な内容 

立地適正化計画では区域や基本的方針等、都市再生特別措置法（以下、都市再生法）の

規定に基づく事項を記載します。 

表 1-1 立地適正化計画で定める主な内容 

項 目 内  容 

立地適正化 

計画区域 

・立地適正化計画の対象区域 

・都市計画区域全体とすることが基本 

都市機能 

誘導区域 

・医療・福祉・商業等の都市機能の立地を誘導し集約することにより、これら

の各種サービスの効率的な提供を図る区域 

・当該都市機能誘導区域内への都市機能誘導施設の立地を誘導するために市町

村が講ずべき施策に関する事項を示す 

 
都市機能 

誘導施設 

・都市機能誘導区域ごとに誘導を図る都市機能を設定 

・区域外において都市機能誘導施設の建築を目的とした開発行為や、都市機能

誘導施設の建築等を行う場合は、届出義務が発生 

居住誘導 

区域 

・人口減少の中でも、一定エリアにおいて人口密度を維持することで、生活サ

ービスやコミュニティが持続的に確保される区域 

・居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者

の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を示す 

・区域外において一定規模以上の住宅の建築を目的とした開発行為や、一定規

模以上の住宅の建築等を行う場合は、届出義務が発生 
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３．計画の位置づけと役割 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、将来的な人口減少と少子高齢化の更なる進行を見越し、都市計画マスタープ

ラン（改定中）で掲げるコンパクトな市街地形成の具体的な方策として策定するものです。 

また、総合計画の下に「廿日市市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン･総合戦略（以下、

人口ビジョン･総合戦略）」をはじめ、公共施設、公共交通網、拠点形成等に関する各種個

別計画とあせて都市の活力の全体的な維持を図るものです。 

 

第６次廿日市市総合計画【平成 28(2016)～平成 37(2025)年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 廿日市市立地適正化計画の位置づけ 
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公共交通網形成計画 

 

廿日市市公共施設 
再編計画（第１期） 

 

廿日市市地域医療拠点等 
整備事業基本計画（策定中） 

 
宮島口地区まちづくり 
グランドデザイン 

 

廿日市市都市計画 
マスタープラン(改定中) 
【平成 29(2017)～ 

平成 37(2025)年度】 

廿日市市 
立地適正化計画 

【平成 29(2017)～ 
平成 52(2040)年度】 

廿日市市 
まち･ひと･しごと創生 
人口ビジョン・総合戦略 
【平成 27(2015)～ 

平成 32(2020)年度】 

連携 

各種個別計画 

一

部 

連携 

図 1-1 立地適正化計画による都市構造イメージ 

   

都市機能誘導区域 

用途地域 

立地適正化計画区域（対象区域） 

居住誘導区域 
地域公共交通軸 

廿日市市公共施設 
マネジメント基本方針 
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（２）計画の役割 

今後、人口減少や少子高齢化が更に進んだ場合でも、本計画等に基づき行う集約型都市

構造の実現に向けたメリハリのついた土地利用の誘導（立地適正化の施策）とあわせて、

人口ビジョン・総合戦略等に基づき行う産業振興や人口対策等による底上げを進めていく

ことで、活力ある市街地を維持し、将来都市像の実現をめざしていきます。 

 

 

 

⇒立地適正化計画、地域公共交通網形成計画 

 

 

   ⇒総合計画、人口ビジョン・総合戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集約型都市構造への取組（メリハリのついた誘導） 

産業振興･人口対策等の取組（底上げ） 

都市の 
基礎体力の強化 

都市の活力 

図 1-3 廿日市市立地適正化計画の役割 

現在の人口 

将来の人口（対策なしの場合） 

将来の人口（立地適正化計画による誘導） 

将来の人口（立地適正化計画＋人口ビジョン・総合戦略） 
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４．対象区域 

立地適正化計画は、原則、都市計画区域全域で定めることとされています。 

本市の都市計画区域は、廿日市地域及び大野地域の一部は広島圏都市計画区域に指定さ

れているほか、佐伯地域の一部は佐伯都市計画区域、宮島全島は宮島都市計画区域にそれ

ぞれ指定されています。 

一方で、自然公園法の特別地域に指定されている区域は、立地適正化計画の「居住誘導

区域」に指定ができないこととされており、本市では、宮島全島が自然公園法の特別地域

の指定を受けています。また、宮島全島では都市計画法による風致地区、自然公園法や文

化財保護法により立地適正化計画における届出制度と比べてより厳しい土地利用制限がな

されています。 

以上のことから、都市再生法に基づく本計画の対象区域は広島圏都市計画区域及び佐伯

都市計画区域とします。 

 ただし、都市再生法に基づく本計画の対象区域外である宮島地域や吉和地域をはじめと

した都市計画区域外の地域においても、他の手法により地域での暮らしが継続できるよう

検討していきます。 

 

図 1-4 廿日市市立地適正化計画の対象区域 

佐 伯 都 市 計 画 区 域 

広 島 圏 都 市 計 画 区 域 

宮 島 都 市 計 画 区 域 
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５．策定年次・目標年次 

平成 29（2017）年度に広島圏都市計画区域内の都市機能誘導区域及び都市機能誘導施設

の設定を行い、平成 30（2018）年度に佐伯都市計画区域内の都市機能誘導区域及び都市機

能誘導施設と対象区域全域（広島圏都市計画区域、佐伯都市計画区域）の居住誘導区域の

設定を行う予定です。 

本計画の目標年次は、都市計画運用指針で「立地適正化計画の策定にあたり、一つの将

来像として概ね 20年後の都市の姿を展望する」とされていることに加え、人口ビジョン・

総合戦略における人口将来展望の目標年次を勘案して平成 52（2040）年度とします。 

また、都市計画総合見直し（区域区分や用途地域の変更）や基盤整備の状況等により、

必要に応じて本計画の見直しを行います。 

計 画 期 間 

都市計画 

マスター 

プラン 

 

立地適正化 

計画 

 

人口ビジョン 

・総合戦略 

 

図 1-5 廿日市市立地適正化計画の計画期間 

 

●見直し         ●見直し         ●見直し 

目標年次 

平成 52( 2040)年度 

 

人口将来展望 

平成 52(2040)年度：10 万人 

 

多
極
型
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
都
市
構
造
の
実
現 

平成 29(2017)年度 都市機能誘導区域 

（広島圏都市計画区域）の設定 

 
平成 30(2018)年度（予定） 

都市機能誘導区域（佐伯都市計画区域）、 

居住誘導区域（対象区域全域） の設定 

平成 29(2017)年度 改定 平成 37(2025)年度頃 改定予定 

平成 27(2015)年度 改定 

平成 30（2018）年度 

・居住誘導区域の設定 

平成 30（2018）年度 

・都市機能誘導区域及び 

都市機能誘導施設の設定 

図 1-6 各誘導区域の設定時期 

平成 29（2017）年度 

・都市機能誘導区域及び 

都市機能誘導施設の設定 

平成 30（2018）年度 

・居住誘導区域の設定 

佐伯都市計画区域 

広島圏都市計画区域 

宮島都市計画区域 
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第２章  現状分析を踏まえた都市構造上の課題の整理 

１．廿日市市の現状 

（１）人口 

・市全体の人口は平成 17（2005）年の 115,530人をピークに以降、増減を繰り返し、平成

27（2015）年時点で 114,906人となっています。（図 2-1） 

・近年、廿日市地域、大野地域では人口は微増傾向にありますが、佐伯地域、吉和地域、

宮島地域では人口減少が進行しています。（図 2-2、図 2-3、図 2-4、図 2-5、図 2-6） 

・年齢区分別の割合をみると、市全体、地域別いずれにおいても老年人口比率（65歳以上）

が年々増加している一方で、年少人口比率（15歳未満）は年々減少しています。市全体

では、平成 12（2000）年以降は老年人口比率が年少人口比率を上回り、少子高齢化が進

行しています。（図 2-1、図 2-2、図 2-3、図 2-4、図 2-5、図 2-6） 

・平成 25（2013）年に国立社会保障人口問題研究所が公表した平成 22（2010）年の国勢調

査の結果を基準とした将来人口推計によると、市全体では平成 27（2015）年以降は減少

し、平成 52（2040）年には 89,410人となり、平成 27（2015）年に対して２割程度減少

すると推計されています。（図 2-7） 

・廿日市地域・大野地域の中心部の既成市街地（市役所周辺を除く）や、開発初期のニュ

ータウンでは、人口減少が進んでいる一方で、新たに住宅地が開発された地区では人口

の増加がみられます。（図 2-8） 

・人口密度は、廿日市地域の既成市街地やニュータウンでは 60人/ha以上を保っています

が、それ以外の地域では、40人/haを下回っており、将来予測では、現在増加している

地区でも減少に転じるところが多くなっています。（図 2-9、図 2-10、図 2-11） 

・ファミリー層の転入により年少人口割合は県内他市町と比較して低くありませんが、合

計特殊出生率は県内で最も低くなっています。（図 2-12、図 2-13） 
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図 2-1 年齢階層別人口と人口比率の推移【廿日市市 全域】 
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図 2-2 年齢階層別人口と人口比率の推移【沿岸部－廿日市地域】 
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沿岸部－大野地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山間部－佐伯地域 

 

 

図 2-3 年齢階層別人口と人口比率の推移【沿岸部－大野地域】 

※総数には「年齢不詳」を含む 

資料：廿日市市統計書 

図 2-4 年齢階層別人口と人口比率の推移【中山間部－佐伯地域】 

※総数には「年齢不詳」を含む 

資料：廿日市市統計書 
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中山間部－吉和地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島しょ部－宮島地域 

 

 

図 2-5 年齢階層別人口と人口比率の推移【中山間部－吉和地域】 

※総数には「年齢不詳」を含む 

資料：廿日市市統計書 

図 2-6 年齢階層別人口と人口比率の推移【島しょ部－宮島地域】 

※総数には「年齢不詳」を含む 

資料：廿日市市統計書 
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図 2-7 年齢階層別人口と人口比率の将来推計 
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資料：国立社会保障人口問題研究所
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－5,484人
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資料：国立社会保障人口問題研究所平成 25（2013）年公表値 
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図 2-8 人口増減（廿日市市全域・平成 12（2000）年～平成 22（2010）年・小地域(町丁・字等)） 

資料：国勢調査 

人口増減数 
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図 2-9 人口密度（廿日市市全域・平成 22（2010）年・メッシュ） 

資料：国勢調査 

用途地域界 

人口密度 
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資料２ 

図 2-10 人口密度（沿岸部・平成 22（2010）年・メッシュ） 

図 2-11 人口密度（沿岸部・平成 52（2040）年・メッシュ） 

 

資料：国勢調査 

資料：国立社会保障人口問題研究所の推計を基に作成 

人口密度 

人口密度 
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図 2-12 合計特殊出生率（平成 20（2008）年～平成 24（2012）年）と 
年少人口割合（平成 22（2010）年）の比較 

主な転入元 

 広島市佐伯区・西区・安佐南区… 

（考えられる主な理由：広島市中心

部等に通勤するファミリー層の（戸建

への）住替え） 

主な転出先 

 広島市佐伯区・西区、東京都、大阪府… 

（考えられる主な理由：就職） 

資料：国勢調査 

図 2-13 年齢階級別人口転出入（平成 22（2010）年→平成 27（2015）年、廿日市市＋近隣市・区） 
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（２）公共交通網 

・廿日市地域や大野地域の海岸部では、ＪＲ山陽本線（６駅）と広島電鉄宮島線（９駅）

の２つの鉄道が通っています。また、バスも運行しており、市街化区域の大半が鉄道駅

利用圏域、バス停利用圏域に含まれており、公共交通は充実しています。 

・一方で、佐伯地域、吉和地域では、バスのみの運行で、沿岸部と中山間部で公共交通サ

ービスの格差が大きくなっています。（図 2-14） 

・民間路線バスの利用者数は緩やかに減少傾向にあり、コミュニティバスも減少傾向にあ

ったものの、平成 26（2014）年から平成 27（2015）年にかけては増加に転じています。

コミュニティバスは、大野ハートバスの利用者数が突出して多くなっています。（図 2-15、

図 2-16） 

・通勤・通学の際、約半数が自家用車を利用しており、自家用車への依存度が高くなって

います。（図 2-17） 
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図 2-14 公共交通の利用圏域(廿日市市全域) 

鉄道駅利用圏域（500ｍ） 

 

鉄道駅利用圏域（800ｍ） 
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人

図 2-15 民間路線バスの利用者数の推移 

資料：廿日市市統計書 

図 2-16 コミュニティバス等の利用者数の推移 

資料：廿日市市地域公共交通網形成計画 
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資料：国勢調査 

図 2-17 通勤・通学における利用交通手段（平成 22（2010）年） 
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（３）土地利用 

・市域の田やその他の農用地・畑等は年々減少しており、廿日市地域や大野地域の沿岸部

や市街地縁辺部で、建物用地（住宅地）への土地利用転換が進んでいます。（図 2-18、図

2-19、図 2-20） 

・ＤＩＤ（人口集中地区）※の面積は、人口の増加にあわせて市役所周辺から大野地域に向

かって沿岸に沿って拡大しており、既成市街地や開発初期のニュータウンでは人口が減

少しているものの、市街地の拡大が進んでいます。（図 2-21、図 2-22） 

 ※ＤＩＤ（人口集中地区）：国勢調査の基本単位区等を基礎単位として、原則として人口密度

が１k ㎡当たり 4,000 人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、それ

らの隣接した地域の人口が国勢調査時に 5,000人以上を有する地域のことをさす 

 

 

 

表 2-1 土地利用の状況（地目別の面積） 

土地利用区分 田 
その他の

農用地・畑 
森林 荒地 建物用地 

道路・ 

鉄道 

1976年 
面積（ha） 1990.1 453.0 43447.4 748.2 930.0 86.6 

割合（％） 4.1 0.9 88.8 1.5 1.9 0.2 

2014年 
面積（ha） 1305.4 231.9 43110.2 353.3 2205.7 300.3 

割合（％） 2.7 0.5 88.1 0.7 4.5 0.7 

 

土地利用区分 
その他の

用地 

河川地 

及び湖沼 
海浜 海水域 ゴルフ場 合計 

1976年 
面積（ha） 695.2 369.7 17.7 183.0 0.0 48920.9 

割合（％） 1.4 0.8 0.0 0.4 0.0 100.0 

2014年 
面積（ha） 524.6 409.5 18.1 84.8 377.0 48920.9 

割合（％） 1.1 0.8 0.0 0.2 0.8 100.0 

※割合については四捨五入した値を表示しているため、各内訳数値の合計が 100％にならな

い場合がある 
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図 2-18 土地利用図（廿日市市全域・平成 26（2014）年・メッシュ） 
資料：国土数値情報 
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図 2-19 土地利用図（沿岸部・昭和 51（1976）年・メッシュ） 

図 2-20 土地利用図（沿岸部・平成 26（2014）年・メッシュ） 

 

資料：国土数値情報 

資料：国土数値情報 
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図 2-21 DIDの変遷（廿日市市全域・昭和 55（1980）年～平成 22（2010）年） 

資料：国土数値情報 

図 2-22 DID面積・DID人口密度の変遷（昭和 55（1980）年～平成 22（2010）年） 

資料：国土数値情報 

※中山間部には DIDなし 

 

用途地域界 



パブリックコメント用 

22 

（４）都市機能立地 

・廿日市地域では、市役所や文化ホール、地域医療支援病院（ＪＡ広島総合病院）等、本

市の中枢として市内に１箇所しかない高次都市機能施設の大半が立地しています。（図

2-24） 

・大野地域では、都市機能誘導施設の対象となる生活サービス機能は一通り立地していま

す。（図 2-24） 

・佐伯地域では、行政機能は津田地区、商業機能は友和地区と離れた地区に立地しており、

都市機能が分担されています。（図 2-25） 

・宮島地域は、国内有数の観光地であることから集客施設は充実していますが居住者のた

めの生活サービス機能の施設数としては乏しい状況となっています。（図 2-24） 

・吉和地域では、スーパ―やコンビニは立地しておらず、数件の個人商店が商業機能を担

っています。（図 2-26） 
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図 2-23 都市機能誘導施設の対象となる生活サービス機能の分布状況【廿日市市全域】 

資料：国土数値情報等 

生活サービス機能 
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図 2-24 都市機能誘導施設の対象となる生活サービス機能の分布状況【沿岸部、島しょ部－宮島地域】 

資料：国土数値情報等 

図 2-25 都市機能誘導施設の対象となる生活サービス機能の分布状況【中山間部－佐伯地域】 

資料：国土数値情報等 

生活サービス機能 

生活サービス機能 
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 図 2-26 都市機能誘導施設の対象となる生活サービス機能の分布状況【中山間部－吉和地域】 

資料：国土数値情報等 

生活サービス機能 
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（５）法規制 

・本市では、山地部を中心に保安林が指定されています。（図 2-27） 

・自然公園としては、宮島地域では全島が瀬戸内海国立公園の特別地域に指定されていま

す。（図 2-27） 
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図 2-27 保安林・自然公園・自然環境保護地域（廿日市市全域） 

資料：国土数値情報 
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（６）災害危険性 

１）津波浸水 

・国際拠点港湾広島港廿日市地区や地方港湾厳島港をはじめとした漁港・港湾周辺等にお

いて津波による浸水が想定されています。（図 2-28） 

図 2-28 津波浸水想定区域（沿岸部） 

資料：浸水ハザードマップ 
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２）土砂災害 

・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域は、丘陵地の住宅地や市街地の縁辺部で多く

指定されています。（図 2-29）

図 2-29 土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域（沿岸部） 

資料：土砂災害ハザードマップ 
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（７）財政 

・生産年齢人口の減少、老年人口の増加により、税収（地方税）が減り、社会保障（扶助

費）等の支出が増加しています。（図 2-30、図 2-31） 

・財政の将来予測では、地方交付税における合併算定替の縮減の影響や、少子高齢化の進

展等により、歳入が減少し、歳出が増加することから、健全化の取組前で平成 32（2020）

年度には 17.4億円の財源が不足するとされています。（中期財政運営方針より） 
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図 2-31 歳出の推移 
資料：決算カード 

図 2-30 歳入の推移（一般財源） 
資料：決算カード 
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（８）市民意向（市民アンケート調査の実施） 

・調査概要： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公共施設等の主な利用場所としては、ほとんどの施設で市役所周辺が最も多くなってい

ますが、“通勤・通学”や“コンサートや演劇”については市外（広島市）が最も多くな

っています。（図 2-32） 

・徒歩圏内の施設機能の充足度として、廿日市地域や大野地域では、誘導施設に該当する

診療所・医院や店舗・スーパー、銀行等は一定の充足度が得られていますが、佐伯地域

では全体的に他の地域より充足度が低くなっています。（図 2-33、図 2-34、図 2-35、図

2-36、図 2-37） 

・廿日市市の将来像として、コンパクトなまちづくりを実現するためには、保健・医療、

介護等の機能の連携、多様な機能集積、公共交通機関の充実、自然環境の活用等の要素・

地域を重要とする回答が各地域共通して多くなっています。（図 2-38） 

・自身が将来住みたい環境としては、佐伯地域や吉和地域、宮島地域では自然環境の活用、

廿日市地域では保健・医療、介護等の機能の連携や多様な機能集積、大野地域では保健・

医療、介護等の機能の連携が特に望まれています。（図 2-39） 

 

調査期間 平成 28（2016）年 11日 21日～12月６日 

配 布＊１ 2,500票 

回 収＊２ 

合 計 779票 【回収率：32.0％】 

 

廿日市地域 522票 （総回収数に占める割合：65.3％） 

佐伯地域 5票 （総回収数に占める割合：6.4％） 

吉和地域 26票 （総回収数に占める割合：3.3％） 

大野地域 163票 （総回収数に占める割合：20.4％） 

宮島地域 31票 （総回収数に占める割合：3.9％） 

わからない 4票 （総回収数に占める割合：0.5％） 

不 明 2票 （総回収数に占める割合：0.3％） 

 

＊１：参考資料１『市民アンケート調査 調査票』参照 

＊２：参考資料２『市民アンケート調査 地域別回収状況』参照 
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図 2-32 公共施設等の主な利用場所 
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【廿日市地域】－問９．徒歩で行ける範囲における、公共施設等の充足度

現状で充足している どちらかといえば充足している どちらかといえば不足している 現状では不足している

※不明を除く

図 2-33 徒歩で行ける範囲における、施設機能の充足度【沿岸部－廿日市地域】 ※不明を除く 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.買回品（洋服や家電等）の買物

2.食料品・日用品の買い物

3.病院（総合病院等）での受診

4.医院・診療所での受診

5.職場や学校への通勤・通学

6.趣味・娯楽や習い事等の活動

7.コンサートや観劇

8.地域活動や市民活動

9.幼稚園・保育所等への送迎

10.介護・福祉施設の利用

11.行政窓口の利用

12.郵便局や銀行等の利用

問８－（２）.主な利用場所

ア 市役所周辺等の市中心部 イ 吉和支所周辺

ウ 佐伯支所周辺 エ 大野支所周辺

オ 宮島支所周辺 カ 自己居住地区内の市役所･支所周辺以外

キ その他の市内（ア～カ以外） ク 市 外（広島市）

ケ 市 外（広島市以外）

※不明を除く
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9.ホール

10.体育館

11.図書館

12.コンビニエンスストア

13.食料・日用品などの店舗・スーパー

14.喫茶店、飲食店、レストラン

15.ショッピングモール、デパート

16.ホームセンター

17.娯楽施設（映画館、ボーリング場等）

18.銀行、信用金庫、信用組合

19.郵便局

20.行政窓口

21.高齢福祉相談窓口

22.子育て相談窓口

23.駐輪場

24.駐車場

25.公園、広場

【大野地域】－問９．徒歩で行ける範囲における、公共施設等の充足度

現状で充足している どちらかといえば充足している どちらかといえば不足している 現状では不足している

※不明を除く
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6.大学、専門学校

7.博物館、美術館

8.集会・交流施設

9.ホール

10.体育館

11.図書館

12.コンビニエンスストア

13.食料・日用品などの店舗・スーパー

14.喫茶店、飲食店、レストラン

15.ショッピングモール、デパート

16.ホームセンター

17.娯楽施設（映画館、ボーリング場等）

18.銀行、信用金庫、信用組合
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22.子育て相談窓口
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24.駐車場
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【佐伯地域】－問９．徒歩で行ける範囲における、公共施設等の充足度

現状で充足している どちらかといえば充足している どちらかといえば不足している 現状では不足している

※不明を除く

図 2-35 徒歩で行ける範囲における、施設機能の充足度【中山間部－佐伯地域】 ※不明を除く 

図 2-34 徒歩で行ける範囲における、施設機能の充足度【沿岸部－大野地域】 ※不明を除く 
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【吉和地域】－問９．徒歩で行ける範囲における、公共施設等の充足度

現状で充足している どちらかといえば充足している どちらかといえば不足している 現状では不足している

※不明を除く
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13.食料・日用品などの店舗・スーパー

14.喫茶店、飲食店、レストラン

15.ショッピングモール、デパート

16.ホームセンター

17.娯楽施設（映画館、ボーリング場等）

18.銀行、信用金庫、信用組合

19.郵便局

20.行政窓口

21.高齢福祉相談窓口

22.子育て相談窓口

23.駐輪場

24.駐車場

25.公園、広場

【宮島地域】－問９．徒歩で行ける範囲における、公共施設等の充足度

現状で充足している どちらかといえば充足している どちらかといえば不足している 現状では不足している

※不明を除く

図 2-36 徒歩で行ける範囲における、施設機能の充足度【中山間部－吉和地域】 ※不明を除く 

図 2-37 徒歩で行ける範囲における、施設機能の充足度【島しょ部－宮島地域】※不明を除く 
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【地域別】－問11－（２）．将来住みたい環境

1.中心市街地に様々な商業施設や病院、公共施設、住宅

地が集積

2.地域の中心部から離れた郊外に商業施設や、住宅地が

広がる

3.臨海部やインターチェンジ周辺の立地を活かした工場等

の産業がある

4.観光資源を活かし、観光による多様な交流を促進

5.高層マンションが多く建ち並ぶ

6.保健・医療、介護等の機能の切れ目ない連携により健康

づくりを推進

7.戸建を中心とした住宅地が広がる

8.鉄道やバス等の公共交通機関が便利な、自家用車利用

に依存しない

9.道路網が充実し、自家用車での移動がどこに行くにも便

利

10.山や海、河川等、豊かな自然に囲まれた環境

11.わからない

12.その他
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【地域別】－問11－（１）．廿日市市の将来像として、特に重要な要素・地域（３つまで回答可）

1.中心市街地に様々な商業施設や病院、公共施設、住宅

地が集積

2.地域の中心部から離れた郊外に商業施設や、住宅地が

広がる

3.臨海部やインターチェンジ周辺の立地を活かした工場等

の産業がある

4.観光資源を活かし、観光による多様な交流を促進

5.高層マンションが多く建ち並ぶ

6.保健・医療、介護等の機能の切れ目ない連携により健康

づくりを推進

7.戸建を中心とした住宅地が広がる

8.鉄道やバス等の公共交通機関が便利な、自家用車利用

に依存しない

9.道路網が充実し、自家用車での移動がどこに行くにも便

利

10.山や海、河川等、豊かな自然に囲まれた環境

11.わからない

12.その他

図 2-38 コンパクトなまちづくりを実現するために重要な要素・地域（３つまで回答可） 

図 2-39 将来住みたい環境 
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【地域別】－問11－（１）．廿日市市の将来像として、特に重要な要素・地域（３つまで回答可）

1.中心市街地に様々な商業施設や病院、公共施設、住宅

地が集積

2.地域の中心部から離れた郊外に商業施設や、住宅地が

広がる

3.臨海部やインターチェンジ周辺の立地を活かした工場等

の産業がある

4.観光資源を活かし、観光による多様な交流を促進

5.高層マンションが多く建ち並ぶ

6.保健・医療、介護等の機能の切れ目ない連携により健康

づくりを推進

7.戸建を中心とした住宅地が広がる

8.鉄道やバス等の公共交通機関が便利な、自家用車利用

に依存しない

9.道路網が充実し、自家用車での移動がどこに行くにも便

利

10.山や海、河川等、豊かな自然に囲まれた環境

11.わからない

12.その他
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【地域別】－問11－（２）．将来住みたい環境

1.中心市街地に様々な商業施設や病院、公共施設、住宅

地が集積

2.地域の中心部から離れた郊外に商業施設や、住宅地が

広がる

3.臨海部やインターチェンジ周辺の立地を活かした工場等

の産業がある

4.観光資源を活かし、観光による多様な交流を促進

5.高層マンションが多く建ち並ぶ

6.保健・医療、介護等の機能の切れ目ない連携により健康

づくりを推進

7.戸建を中心とした住宅地が広がる

8.鉄道やバス等の公共交通機関が便利な、自家用車利用

に依存しない

9.道路網が充実し、自家用車での移動がどこに行くにも便

利

10.山や海、河川等、豊かな自然に囲まれた環境

11.わからない

12.その他
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２．都市構造上の課題と課題解決の方向性 

（１）人口減少・少子高齢化 

【都市構造上の課題】 

・本市の人口は、佐伯地域、吉和地域、宮島地域では減少傾向にある一方で、廿日市地域、

大野地域では微増傾向にあるため、市全体における人口は平成 17（2005）年をピークに

以降、増減を繰り返していますが、中長期的には減少が予測されています。 

・特に佐伯地域、吉和地域、宮島地域等の市の中心部から離れた地域では、人口減少が進

行すると予測されており、生活サービス機能の維持が課題となります。 

・いずれの地域においても少子高齢化が進行しており、今後も既成市街地や中山間部の集

落をはじめとして更なる進展が予測されています。 

・市全体での人口の減少局面の到来と少子高齢化の更なる進展が予測される中で、高齢者

の単身世帯や夫婦のみ世帯も増加すると予測されることから、地域コミュニティの維持

や高齢者の孤立化対策が課題となります。 

 

【課題解決の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・市全体での人口の減少局面の到来を見据え、市街地内において都市機能や居住機

能が集約した高密度な土地利用と、低密度でゆったりとした土地利用とが適正に

配置された、メリハリのある市街地環境へと再編することで、持続可能なまちづ

くりを実現する必要があります。 

・更なる高齢化の進展を見据え、高齢者が歩いて暮らせる範囲での生活サービス機

能の維持や、地域包括ケアシステムの構築や中山間地域での振興策等との連携に

より、地域に住み続けることができる環境を整備する必要があります。 

・既成市街地や中山間部での人口減少・少子高齢化が特に進んでいる地区では、地

域特性を活かしながら、公共交通網や生活サービス機能を維持していく必要があ

ります。 
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（２）利用者の減少による交通サービス水準の低下 

【都市構造上の課題】 

・沿岸部では公共交通サービスが充実しているものの、自家用車の依存度が高い状況にあ

り、また、人口の減少局面の到来が予想される中、現在の公共交通サービスが維持でき

るかが懸念されます。 

・市民アンケート調査の結果においても、公共交通機関の充実による自家用車に依存しな

い生活環境の実現を望む声が多くなっています。 

・今後、人口減少が進行すると予測されている、佐伯地域、吉和地域等の中山間部で公共

交通サービスが維持できるかが懸念されます。 

 

【課題解決の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市街地の低密度化 

【都市構造上の課題】 

・市街地縁辺部での開発による市街地の拡大と、既成市街地での人口の減少局面の到来に

伴う土地利用の低密化が懸念されます。 

・既成市街地や中山間部の集落では、人口減少や高齢化を要因とした、空家の増加に伴う

地域コミュニティの低下や、商業施設の撤退による生活サービス機能の低下が懸念され

ます。 

・市民アンケート調査では地域間で施設機能の充足度に差があるという結果となっており、

今後、人口減少や高齢化により施設機能の充足度に地域間で格差が拡大することが懸念

されます。 

 

【課題解決の方向性】 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報、廿日市市資料 

・鉄道、民間バス、コミュニティバスの連携により、地域の実情や利用者ニーズに

あった公共交通ネットワークとの連携の必要があります。 

・人口減少・少子高齢化を見据えて、公共交通の利便性の向上を図り、誰もが気軽

に外出できる環境を整備する必要があります。 

・各地域において望まれている生活環境の違いや地域の特性に応じた適正な土地利

用を誘導する必要があります。 

・市全体での人口の減少局面の到来や少子高齢化の進展が予測される中、今後も生

活サービス機能が維持できるよう、高密度な土地利用と低密度でゆったりとした

土地利用とが適正に配置された、メリハリのある市街地環境へと再編する必要が

あります。 
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（４）税収の減少や社会保障費等の増大 

【都市構造上の課題】 

・人口減少・少子高齢化により税収が減ることで、行政サービスの低下や社会保障での自

己負担増が懸念されます。 

・税収減少により、市内の公共施設の維持更新が困難となる可能性があります。 

 

【課題解決の方向性】 

 

 

 

・新たな収入確保と、支出の抑制により、行政サービスの維持を図る必要がありま

す。 

・メリハリのある市街地環境へと再編することで支出を抑制し、持続可能なまちづ

くりを実現する必要があります。 
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第３章  立地の適正化に関する基本的な方針 

１．将来都市像 

本計画では、本市の最上位計画である総合計画や本計画の基本となる都市計画マスター

プラン（改定中）、本計画と連携して都市の活力の維持向上を図る人口ビジョン・総合戦略

に示されたまちづくりの基本理念と同様に『市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり』

を基本理念とします。 

また、各計画の将来像に込められた、「地域の多様な特性の尊重や選択と集中」、「事業管

理の徹底」、「地域で住み続けられる」、「経済の自立性を高める」、「女性の活躍（子育てし

やすい等）」等の視点を見据え、『一つひとつの地域で幸せに暮らせるまちづくり』を本計

画の将来都市像とし、基本理念にかなった多極型のコンパクトな都市構造の実現を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上位・関連計画における将来像】                                                

《総合計画・都市計画マスタープラン(改定中)》 《総合戦略》 

  

 

 

 

挑戦！ 豊かさと活力あるまち はつかいち 
 ～夢と希望をもって世界へ～ 

そこ！にしかない魅力と 
住みやすさを感じるまち・はつかいち 

【基本理念】 
 

市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり 

【将来都市像】 
 

一つひとつの地域で幸せに暮らせるまちづくり 

整
合 

整
合 
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２．まちづくりの基本目標 

（１）まちづくりの基本目標 

本計画におけるまちづくりの基本目標は、総合計画の土地利用の基本方向及び都市計画

マスタープラン（改定中）の都市づくりの基本的方針を踏まえて、以下のように設定しま

す。 

 【まちづくりの基本目標】 

① 地域の特性等を活かした拠点設定 

・都市機能誘導区域を設定する拠点地区は、地区の特性やポテンシャルに応じて生活

利便性の階層に応じた拠点と特色ある都市の魅力づくりを行う政策拠点に区分し

て位置づけ、拠点づくりの方針を検討 

③ 適切な規模の市街地の維持 

・将来の人口動向とストックとしての市街地整備状況及び支所行政に適合した地域構成に

加えて災害に対する安全性等を踏まえ、適切な規模の市街地を維持していくために必要

な区域を居住誘導区域に設定 

④ 市街地内及び拠点間のネットワークの形成 

・拠点間の移動と拠点へのアクセスについては恵まれた鉄道網を活かし、これにバス

ネットワークを加えることで市街地内の移動の利便性も確保し、マイカーだけに頼

らない市街地構造を形成 

⑤ 今後の産業拠点整備等も見据えた誘導区域設定 

・居住を支える生活利便機能以外の産業機能等で構成される拠点整備については、職

を創出する拠点として位置づけ、そこで働く人のための居住地と生活拠点を近接地

等で供給できるよう、居住誘導区域及び都市機能誘導区域を設定 

⑥ 適切な計画区域の設定 

・立地適正化計画制度に基づき、都市計画区域を計画区域とするが、「一つひとつの地域で

幸せに暮らせるまち」とするために必要な地域の生活利便性を確保する拠点については、

計画区域外であっても、他の手法による拠点の維持・活性化の方針を検討 

② 拠点の役割に応じた都市機能誘導区域、誘導施設の設定 

・都市拠点、地域拠点、地区拠点について、災害に対する安全性等を踏まえ、各拠点

を中心に都市機能誘導区域を設定するともに、各拠点の役割に応じたレベル・規模

の誘導すべき都市機能を設定 
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（２）総合計画、都市計画マスタープラン（改定中）との関連性 

本計画で設定した基本目標と、総合計画の土地利用の基本方向及び都市計画マスタープラン（改定中）の都市づくりの基本的方針との関連性は以下のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域特性を活かした土地利用 

・各地域の地形条件、自然環境、歴史・風土、市街地や施設の

整備状況等を踏まえた地域特性を活かした土地利用 

② 自然や歴史文化と共生した土地利用 

・世界遺産等の歴史や文化的資源、瀬戸内海国立公園・西中国

山地国定公園等の豊かな自然環境の保全に努め、これらと共

生した土地利用 

③ 安全・安心の人にやさしい土地利用 

・市民が安全・安心に暮らすことができるよう、自然災害対策

や都市防災に配慮した災害に強い土地利用の推進と人にやさ

しい環境づくり 

④ 将来を見据えた土地利用 

・秩序ある市街地の形成等に配慮し、適切な規制・誘導を図る

とともに、効率的・総合的な視点に基づいた将来を見据え都

市の発展をめざした土地利用 

総合計画 【土地利用の基本方向】 立地適正化計画 【まちづくりの基本目標】 都市計画マスタープラン（改定中） 【都市づくりの基本的方針】 

① 地域の特性等を活かした拠点設定 

③ 適切な規模の市街地の維持 

④ 市街地内及び拠点間のネットワークの形成 

⑤ 今後の産業拠点整備等も見据えた誘導区域設定 

⑥ 適切な計画区域の設定 

多極型のコンパクトな都市構造 

イ.都市の発展を支える産業基盤の整備 

・地域経済の持続的な発展に向けた都市基盤施設の整備、既存の

産業集積地等における産業活動の維持、高度化に向けた土地利

用の誘導、新たな産業用地の確保 

ア.持続可能な都市構造と活力ある拠点の形成 

・人口減少・少子高齢社会のもとでの快適な市民生活の確保と活

力ある都市活動の促進 

・集約型の都市計画の視点に立った長期的、戦略的なまちづくり

と均衡のとれた都市の形成 

・各地域の発展の方向を見据えた、居住と都市活動とのバランス

のとれた土地利用 

・個性ある拠点の形成や、幹線道路・公共交通体系の整備による、地域

の特性を生かした都市構造の形成 

・拠点地区の性格に応じた都市機能の集積整備等、個性と魅力を

備えた拠点の形成 

 

 

 

ウ.活力ある都市活動と市民生活を支える交通体系の構築 

・円滑な交通流動を確保する広域幹線道路の整備 

・公共交通の利便性の向上 

エ.良好な市街地･集落の形成と開発立地の適正な誘導 

・市街化調整区域における集落環境の保全とコミュニティの維持 

・市街地の無秩序な拡大の抑制と、新市街地開発における、既存

の市街地と連携した効率的な都市づくり 

・景観、災害発生に配慮した開発の誘導 

 

オ.安全・安心で人にやさしい市街地の形成 

・すべての市民が安全で安心して暮らすことができる災害に強い

市街地の形成 

・人にやさしい市街地環境の形成 

 

カ.水と緑を活かした潤いのある市街地環境や優れた景観の形成 

・自然と共生したまちづくりの推進 

・地域特性に応じた美しい景観づくり 

 

キ.協働によるまちづくりの推進 

・市民と行政の協働のまちづくりの推進 

・支所･市民センターでの地域特性に応じたまちづくり 

ク.都市マネジメントの推進 

・効果的で効果的な維持管理と資産の有効活用 

②拠点の役割に応じた 

都市機能誘導区域、誘導施設の設定 
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３．重点目標 

本計画で掲げる将来都市像の実現に向けて、本市の持つ特徴を維持・活用するとともに、

本市の直面している大きな課題を解決するという視点から、 

「①地域での健康な暮らしを支えるまちづくり」 

「②地域の子育てを支援する住みよいまちづくり」 

「③多極ネットワーク型コンパクトシティの形成」 

の３つの重点目標を設定します。 

 
廿日市市の特徴 

○隣接する広島市からより高度な都市サ

ービスの享受が可能 

○公共交通機関（広島電鉄、ＪＲ等）や

道路網が充実 

○ＪＡ広島総合病院を中心とした地域に

おける医療提供体制の構築 

廿日市市の直面している大きな課題 

●人口減少・少子高齢化の進行により、

以下のような課題に直面 

・利用者の減少による交通サービス水

準の低下 

 ・市街地の低密度化 

 ・市財政における社会保障費の増大 

●2025年問題への対策が急務 

 ⇒高齢化の更なる進展 

●ファミリー層の転入により年少人口割

合は県内他市町と比較して低くない

が、合計特殊出生率は県内で最も低い 

市の課題の解決 市の特徴の維持・活用 

【将来都市像】一つひとつの地域で幸せに暮らせるまちづくり 

重点目標②：地域の子育てを支援する 

住みよいまちづくり 

⇒市の課題となっている 20歳代、30歳

代の就職・新婚層のニーズに応え、人

口を定着させるため、子育て支援機能

の維持・強化を図る 

⇒就職、新婚層の居住場所の確保も合わ

せて進める 
 

 

重点目標①：地域での健康な暮らしを 

支えるまちづくり 

⇒団塊の世代が後期高齢者となる 2025

年問題に対して、ＪＡ広島総合病院を

中心とした地域医療拠点の整備をはじ

めとして地域の医療提供体制や福祉機

能の維持・強化を図る 
 

 

新
機
能
都
市
開
発
事
業
※ 

に
よ
る
就
業
の
場
の
確
保
等 

 

【基本理念】市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり 

都市基盤として重点目標①②を支える 

重点目標③《まちづくり施策を展開する上での都市基盤づくり》： 

多極ネットワーク型コンパクトシティの形成 

※新機能都市開発事業：宮島サービスエリア東側の平良・佐方地区（※現時点では市街化

調整区域に位置する）において、企業誘致による雇用の維持・拡大や、観光に優れた立

地特性を生かした都市機能の誘導により、波及効果をもたらす新たな税源の確保ととも

に、本市の将来を見据えた新たな活力の創出を目的として実施する事業 



パブリックコメント用 

44 

４．めざすべき都市の骨格構造 

（１）将来都市構造 

本市の今後概ね 10年間（平成 37（2025）年度まで）のまちづくりは、「第６次廿日市市

総合計画」に示された将来都市構造に基づいて進められています。また、本市の都市計画

の基本方針を示した「廿日市市都市計画マスタープラン（改定中）」もこの都市構造を継承

したものとなっています。 

そのため、本計画においてもめざすべき都市の骨格構造は、「第６次廿日市市総合計画」

及び「廿日市市都市計画マスタープラン（改定中）」の将来都市構造を引き継ぐものとしま

す。 

 

（２）立地適正化計画における拠点の位置づけ 

本計画は、総合計画及び都市計画マスタープラン（改定中）で示された都市構造を実現

していくための具体な方策を示したものです。拠点はこれらの都市構造に基づいて全市に

位置づけますが、都市再生法に基づく本計画区域内の拠点の形成は主に都市機能誘導区域

の設定により実現していきます。本市は様々な性格を持つ地域が集合した都市であるため、

具体の拠点設定にあたっては、利用圏域の人口集積や地域の特性によって誘導すべき都市

機能のレベル・規模が異なってきます。その階層構成を「都市拠点」、「地域拠点」、「地区

拠点」、「生活拠点」の４段階の利用圏域に応じて設定します。また、階層構成とは別に、

本市の重点施策としての特徴的な都市機能を配置する事業拠点を「政策拠点」として設定

します。 

設定した拠点のうち、計画区域内の都市拠点、地域拠点、地区拠点については、立地適

正化計画制度に適合した拠点として位置づけ、各拠点等については立地誘導する都市機能

や集積度合いに強弱を付けます。 

生活拠点や計画区域外にある地域拠点、地区拠点については、立地適正化計画制度によ

る規制・誘導ではなく、都市計画マスタープラン（改定中）での位置づけや「小さな拠点」

制度等により、地域での暮らしが継続できるよう、生活利便機能の維持確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1  拠点配置の構造 
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表 3-1  拠点配置の位置づけ 

拠 点 位 置 づ け 

① 都市拠点 

・全市民の利用を対象とした拠点で、高次都市機能施設等の立地を推進しま

す。 

・都市拠点は、シビックコア地区を基本に設定します。 

・都市機能誘導区域の設定にあたっては、廿日市地域の地域拠点の役割も担

うものとします。 

② 地域拠点 

・地域住民の利用を対象とした拠点で、地域住民の人口規模に応じて、必要

な都市機能を維持・誘導します。利用圏域は、市役所・支所が置かれてい

る合併前の旧市町村を基本とした５地域（廿日市、大野、佐伯、吉和、宮

島）とし、各地域に地域拠点を配置します。 

・廿日市、大野、佐伯については、都市機能誘導区域を設定します。 

・都市機能誘導区域の設定にあたっては、地域拠点は地区拠点の役割も担い

ます。 

③ 地区拠点 

・地域拠点を補う拠点として、地区住民を対象とした施設の誘導を行います。

地区拠点の担う圏域は交通結節点や中心からの徒歩圏域を目安に８地区

（廿日市、宮内串戸、阿品、宮島口、大野、佐伯、吉和、宮島）設定し、

本計画区域内の廿日市、宮内串戸、阿品、宮島口、大野、佐伯の６地区に

は都市機能誘導区域を設定します。 

④ 生活拠点 

・住宅団地のセンター地区や内陸部の主要集落等では、主に大規模団地や集

落住民の生活利便性を維持するための拠点となる生活拠点を宮園、四季が

丘、陽光台、福面、阿品台、前空、玖島、浅原等に設定します。 

・本計画では、生活拠点には都市機能誘導区域は設定しません。 

・生活拠点については、上記のほかに大規模団地の中心部等必要に応じて設

定していきます。 

⑤ 政策拠点 

・主に生活利便性を維持するための都市機能を誘導する拠点の階層構成とは

別に、本市の重点施策としての特徴的な都市機能を配置する事業拠点を政

策拠点として設定します。 

・政策拠点については、広電ＪＡ広島病院前駅周辺で検討中の地域医療拠点

等整備事業の区域を位置づけます。 
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図 3-2 拠点及び拠点圏域の設定 

※デマンドバスは本来、区域

運行ですが、都市の骨格構

造を表現するために簡略化

して表現しています。 
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第４章  都市機能誘導区域・都市機能誘導施設の設定 

１．都市機能誘導区域の設定の考え方 

都市機能誘導区域は以下の手順で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．都市機能誘導区域の設定 

廿日市市の沿岸部（広島圏都市計画区域内）における都市機能誘導区域は以下のとおり

とします。 

区域は、用途地域界、市が政策的に整備を進めてきた計画や地区計画等の範囲等を踏ま

えて設定しています。 

  また、設定した都市機能誘導区域の範囲について、都市構造のメッシュ別点数評価を行

い、その結果と照らし合わせることで妥当性を確認しました。＊１

①拠点の設定 

都市 

拠点 

地域 

拠点 

地区 

拠点 

政策 

拠点 

生活 

拠点 

②都市機能誘導区域の設定 

・下記のような視点より区域の範囲を決定 

 用途地域界：主に商業地域、近隣商業地域等 

 市の政策的に整備等を進めてきた・計画している範囲：都市再生整備

計画や地区計画、シビックコア地区整備計画の範囲等 

 基盤整備が完了している範囲：整備済の都市計画道路沿道等 

 誘導施設として設定した施設の現状の立地状況 

 災害（津波浸水、土砂災害等）に対する安全性 

 地形地物：河川界、道路中心等 

都市計画制度等

による対応 

拠点のレベル

にあわせた誘

導施設の設定 

＊１：参考資料３『都市構造の評価（メッシュ別点数評価による都市機能誘導区域の区域設

定の妥当性の確認）』参照 
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図 4-1 沿岸部における都市機能誘導区域の設定 

廿日市駅周辺地区拠点 

シビックコア都市拠点 

（廿日市地域拠点） 

宮内串戸駅周辺地区拠点 

地域医療拠点 

阿品地区拠点 

宮島口地区拠点 

大野地区拠点① 

（大野地域拠点） 

大野地区拠点② 

面積（ha）
市街化区域に
占める割合

4,759 ―

2,099 100.0%

111.2 5.3%

シビックコア都市拠点 29.2 1.4%

地域医療拠点（政策拠点） 3.1 0.1%

廿日市駅周辺地区拠点 24.7 1.2%

宮内串戸駅周辺地区拠点 12.2 0.6%

阿品地区拠点 8.0 0.4%

宮島口地区拠点 14.6 0.7%

大野地区拠点① 14.2 0.7%

大野地区拠点② 5.2 0.2%

市街化区域

都市計画区域

広
島
圏
都
市
計
画
区
域

都市機能誘導区域

生活サービス機能 
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図 4-2 都市機能誘導区域（廿日市駅周辺地区拠点、シビックコア都市拠点） 

廿日市駅周辺地区拠点 

シビックコア都市拠点 

（廿日市地域拠点） 

廿日市駅 

広電廿日市駅 

中央市民センター 国道２号 

廿日市市役所前駅 

廿日市市役所 

廿日市地方合同庁舎 

総合健康福祉センター 
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図 4-3 都市機能誘導区域（宮内串戸駅周辺地区拠点、地域医療拠点） 

宮内串戸駅周辺地区拠点 

地域医療拠点 

廿日市市スポーツセンター 

宮内串戸駅 

宮内駅 
串戸市民センター 

JA 広島総合病院前駅 

JA 広島総合病院 

国
道

２号
線

国
道

２号
（西

広
島

バ
イパ

ス）



パブリックコメント用 

53 

 

図 4-4 都市機能誘導区域（阿品地区拠点） 

阿品地区拠点 

阿品東駅 

阿品駅 

広電阿品駅 

阿品市民センター 

国
道

２
号

線
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図 4-5 都市機能誘導区域（宮島口地区拠点） 

宮島口地区拠点 

広電宮島口駅 

宮島口駅 

競艇場前駅 

大野東市民センター 

国道２号線
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図 4-6 都市機能誘導区域（大野地区拠点） 

大
野

地
区

拠
点

①
 

（
大

野
地

域
拠

点
） 

大
野

地
区

拠
点

②
 

大
野

浦
駅

大
野

支
所

大
野

福
祉

保
健

セ
ン

タ
ー
大

野
図

書
館

大
野

体
育

館
大

野
市

民
セ

ン
タ

ー

国
道

２
号

線
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３．都市機能誘導施設の設定の考え方 

国の「立地適正化計画策定の手引き」において、都市拠点の類型別の必要機能のイメー

ジが示されています。これを基本に、下記の手順により本市における都市機能誘導施設を

設定します。＊１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・誘導施設の設定にあたり、施設の充足度について本市と全国の 30万人規模

の地方都市と比較する。 

・国の「都市構造の評価に関するハンドブック」を活用し、全国の 30万人規

模の地方都市の「生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率の平均値（医療・

福祉・商業）」から、本市の充足度を確認する。＊２ 

※生活サービス施設は、国から指標が示されている医療、福祉、商業施設で確

認する 

 

・都市拠点（地域及び地区レベル）ごとの施設の充足度を比較する。 

・本計画区域の施設の立地状況と人口の現状値から算出した１施設あたりの

人口の標準値を基準に、地域及び地区別に施設の充足度を確認する。 

 

①全国の地方都市の平均と廿日市市との比較による施設の充足度の確認 

 

・都市拠点（地域及び地区レベル）の施設の充足度を比較する。 

・上記の１施設当たりの人口標準値（現状値）を基準に、地域及び地区の将

来人口（2040 年推計値）から算出された施設の将来の必要施設数と本計画

区域の施設の立地状況を比較し、充足度を確認する。 

 

 

・上記①～③の作業を踏まえ、本市の誘導施設を設定する。 

 

④誘導施設の設定 

②廿日市市内の都市拠点別の施設の充足度の確認（現状） 

③廿日市市内の都市拠点別の施設の充足度を確認（将来） 

＊１：参考資料４『都市機能誘導施設の設定過程資料』参照 

＊２：参考資料５『都市構造の評価（国土交通省「都市構造の評価に関するハンドブック」に

則った分析）』参照 
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４．都市機能誘導施設の設定 

国の「立地適正化計画策定の手引き」に示されている類型別の必要機能のイメージを基

本に、本市における拠点類型別の都市機能誘導施設を以下のとおり設定しています。 

 

表 4-1 都市拠点・政策拠点で必要な都市機能誘導施設 

都市拠点・政策拠点 
シビックコア 

都市拠点 
地域医療拠点 

区域概要 シビックコア 地域医療拠点 

行政機能 

市役所 ■ － 

合同庁舎（法務局、税務署、 

労働基準監督署） 
■ － 

医療機能 

病院（地域医療支援病院） － ● 

医院・診療所（医療モール） － ● 

調剤薬局※1 － ● 

休日夜間急患診療所 － ■ 

介護福祉機能 

総合健康福祉センター ■ － 

地域包括支援センター － ■ 

高齢者福祉施設 － ● 

子育て機能 
乳幼児一時預かり施設 

（一時保育） 
－ ● 

文化機能 文化ホール ■ － 

商業機能 大型ショッピングセンター※２ ● － 

 

 

 

 

 

※１：調剤薬局：医療法第１条の２に定める調剤を実施する薬局 

※２：大型ショッピングセンター：建築基準法別表第２（わ）項に規定する大規模集客施設 

 

●：都市機能誘導施設（都市再生法に基づくもの：届出対象） 

■：都市機能誘導施設【市所有施設等】（都市再生法に基づくもの：届出対象） 

○：都市機能構成施設【駅勢圏非依存型】（都市再生法に基づかないもの：届出対象外） 

☆：都市機能構成施設【補完型】（都市再生法に基づかないもの：届出対象外） 
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表 4-2 地域拠点で必要な都市機能誘導施設 

地域拠点 廿日市地域拠点 大野地域拠点 

区域概要 シビックコア 
大野支所 

～公共施設集積地区 

行政機能 支 所 （市役所） ■ 

医療機能 
病 院  ○１  ○１ 

調剤薬局※1 ● ● 

介護福祉機能 
福祉センター・保健センター 

（廿日市市総合健康 

福祉センター） 
■ 

地域包括支援センター ■ ■ 

子育て機能 子育て支援センター ■ ■ 

文化機能 

図書館 ■ ■ 

スポーツ施設 
☆（廿日市市スポーツ

センターで補完） 
■ 

 

 

 

 

 

 

※１：調剤薬局：医療法第１条の２に定める調剤を実施する薬局 

○１ ：第７次広島県保健医療計画（改定中）と整合を図る 

 

●：都市機能誘導施設（都市再生法に基づくもの：届出対象） 

■：都市機能誘導施設【市所有施設等】（都市再生法に基づくもの：届出対象） 

○：都市機能構成施設【駅勢圏非依存型】（都市再生法に基づかないもの：届出対象外） 

☆：都市機能構成施設【補完型】（都市再生法に基づかないもの：届出対象外） 
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表 4-3 地区拠点で必要な都市機能誘導施設 

地区拠点 
廿日市駅 

周辺地区 

宮内串戸駅 

周辺地区 
阿品地区 

区域概要 
ＪＲ廿日市 

駅周辺 

ＪＲ宮内串戸 

駅周辺 
ＪＲ阿品駅周辺 

医療機能 
医院・診療所（医療モール） ● ● ● 

調剤薬局※１ ● ● ● 

介護福祉機能 通所系高齢者福祉施設  ○１  ○１  ○１ 

子育て機能 保育園・こども園等  ○２  ○２  ○２ 

文化機能 市民センター ■ ■ ■ 

商業機能 スーパー※２ ● ● ● 

 

地区拠点 
大野地区 

宮島口地区 
大野地区① 大野地区② 

区域概要 
大野支所～ 

公共施設集積地 
ＪＲ大野浦駅 

ＪＲ宮島口 

駅周辺 

医療機能 
医院・診療所（医療モール） ● ● ● 

調剤薬局※１ ● ● ● 

介護福祉機能 通所系高齢者福祉施設  ○１  ○１  ○１ 

子育て機能 保育園・こども園等  ○２  ○２  ○２ 

文化機能 市民センター ■ 

☆ 
（大野西市民 

センター、集会所

で補完） 

☆ 
大野東市民 

センター、集会所

で補完） 

商業機能 スーパー※２ ● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

※１：調剤薬局：医療法第１条の２に定める調剤を実施する薬局 

※２：スーパー：大規模小売店舗立地法の届出対象となる店舗（小売業を行なうための店舗の用

に供する床面積が 1,000 ㎡を超える店舗） 

○１ ：施設の利用にあたって送迎が基本となっており、周辺への立地も許容。また、高齢者福祉

計画・第７期廿日市市介護保険事業計画（改定中）と整合を図る 

○２ ：必ずしも誘導区域（駅徒歩圏）に立地している必要性はないため、周辺への立地も許容。

また、子ども・子育て支援事業計画、保育園再編基本構想と整合を図る 

●：都市機能誘導施設（都市再生法に基づくもの：届出対象） 

■：都市機能誘導施設【市所有施設等】（都市再生法に基づくもの：届出対象） 

○：都市機能構成施設【駅勢圏非依存型】（都市再生法に基づかないもの：届出対象外） 

☆：都市機能構成施設【補完型】（都市再生法に基づかないもの：届出対象外） 
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５．都市機能誘導施設の立地を誘導するための方策 

都市機能誘導区域内への都市機能誘導施設の立地の維持・誘導に向けての誘導方策は以

下のとおりとします。 

 

１）都市再生整備計画事業の実施 

まちづくりに係る国の交付金事業である都市再生整備計画事業を実施することで、誘導

機能の強化・維持・誘導を図っていきます。現時点で地域医療拠点及び宮島口地区拠点の

２箇所において都市再生整備計画の策定を予定しています。 

また、都市再生整備計画については、都市再生整備計画、立地適正化計画に位置づける

ことで、公的不動産を活用して民間事業者が整備する特定の用途の都市機能に対して補助

金を交付する「都市機能立地支援事業」や、市町村が自ら事業を実施する場合や民間事業

者等の整備費の一部負担する場合において補助金の交付率がかさ上げされる「都市再構築

戦略事業」の活用を検討していきます。 

 

◆参考：地域医療拠点の整備概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入機能と機能連携のイメージ 
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土地利用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備スケジュール 

 

平成 29 
（2017）年 

平成 30 
（2018）年 

平成 31 
（2019）年 

平成 32 
（2020）年 

平成 33 
（2021）年 

     

 

基本計画策定 

事業者募集・選定 

基本・実施設計 

建設工事（平成 33（2021）年度中完成） 

 

官民複合 

施設用地 

JA広島総合病院 

新棟用地 

JA広島総合病院 既存棟 

（段階的に更新予定） 

駐車場＋まちづくり施設 
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２）特定用途誘導地区の活用 

地域医療拠点では、特定用途誘導地区※を設定することで当該都市機能誘導区域において

より相応しい都市機能の誘導を図ります。 

※特定用途誘導地区：都市機能誘導区域内で都市計画に、特定用途誘導地区を定めることに

より、誘導施設を有する建築物について容積率・用途制限等を緩和 

 

◆参考：地域医療拠点における特定用途誘導地区の設定イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）都市機能誘導区域における用途地域の変更の検討 

コンパクトな市街地の形成に向けて、都市機能誘導区域において各種サービスの効率的

な提供等が図れるよう、次回都市計画総合見直し時に都市機能誘導区域における用途地域

の見直しを行います。 

 

４）道路ネットワークの整備 

都市機能誘導区域に関連する次の箇所の都市計画道路の整備を推進します。 

都市計画道路 関連する都市機能誘導区域 

佐方線 廿日市駅周辺地区拠点 

畑口寺田線 廿日市駅周辺地区拠点 

小高江鼓ヶ浜線（都市計画変更予定） 宮島口地区拠点 

宮島口桟橋線（都市計画変更予定） 宮島口地区拠点 

筏津郷線 大野地域拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種住居地域 

準工業地域 
第一種中高層住居専用地域 

近隣商業地域 

地域医療拠点 

・特定用途誘導地区を設定する

ことで、『病院』に限定して 

1容積率：300％⇒400％1 

 とすることを検討 
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５）公共施設の再編による機能向上 

大野地域拠点内に立地している公共施設（大野体育館、大野市民センター、はつかいち

市民大野図書館）の複合化、機能向上を図るとともに、隣接する公共施設とも連携した再

整備を検討します。 

 

６）公的不動産の有効活用 

都市機能誘導区域内において低・未利用となっている市の所有する土地、建築物等の公

的不動産を活用して、民間も含めた都市機能の集約や誘導を図ります。 

 

７）バス路線の再編 

平成 31（2019）年度に沿岸部のバス路線の再編を予定しています。 

 

８）都市機能誘導区域における産業振興施策と連携した空き店舗等の活用の検討 

 都市機能誘導区域内にある空き店舗等について、産業振興施策と連携して活用を図りま

す。 

 

９）都市再生特別措置法に基づく届出制度 

届出制度を活用して都市機能誘導区域内へ都市機能を緩やかに誘導します。 
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第５章  計画を実現するための必要な事項 

１．目標の設定 

都市機能や居住機能を誘導し、持続可能なまちの実現への筋道を示す立地適正化計画で

は、定量的な目標値を定め、目標の達成により期待される効果を定量化することが重要と

なります。  

本計画は、現時点では沿岸部（広島圏都市計画区域）における都市機能の誘導方針等を

示した計画に留まっており、今後、中山間部（佐伯都市計画区域）における都市機能の誘

導方針及び計画区域全域における居住機能の誘導方針等を定めた計画とする予定（平成 30

（2018）年度予定）となっています。 

現時点では、本計画の具体的な目標指標や目標の達成により期待される効果について記

載せず、中山間部（佐伯都市計画区域）における都市機能誘導区域及び計画区域全域にお

ける居住誘導区域を定めた時に目標指標等を設定します。 

 

 

２．計画の進行管理 

本計画は、以下に示すＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、継続的に計画の評価・管理

及び見直しを定期的に行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ【計画】 

・計画の策定 

・施策の立案 

Ｄｏ【実行】 

・施策の実施 

Ｃｈｅｃｋ【点検・評価】 

・施策の進捗状況の確認 

・目標指標の評価 

Ａｃｔｉｏｎ【見直し】 

・誘導区域、誘導施設、

施策等の見直し 

図 5-1 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 
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３．都市機能誘導区域に係る届出 

民間施設等の立地を緩やかにコントロールするため、都市機能誘導区域外における誘導

施設の建築等を行う際には、都市再生法に基づき届出が必要となります。 

 

１）届出（都市再生特別措置法第108条第１項、第２項） 

都市機能誘導区域外の区域において、誘導施設の整備を行おうとする場合には、これら

の行為に着手する日の30 日前までに、行為の種類や場所、設計又は施工方法、着手予定日

その他国土交通省令で定める事項について、市長への届出が必要となります。 

届出の対象となる行為は、以下のとおりです。 

【開発行為】 

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

【開発行為以外】 

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 

２）勧告（都市再生特別措置法第 108条第３項） 

市長は、建築等の届出があった場合において、当該届出に係る行為が都市機能誘導区域

内における誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした

者に対して、当該届出に係る事項に関し、誘導施設の立地を適正なものとするために必要

な勧告をすることができます。 

 

３）あっせん等必要な措置（都市再生特別措置法第 108条第４項） 

市長は、勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に

対し、当該誘導施設に係る都市機能誘導区域内の土地の取得についてのあっせんその他の

必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

 

図 5-2 都市機能誘導区域に係る届出の対象 

資料：都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要 
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参考資料１－市民アンケート調査 調査票（本編Ｐ.31） 
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参考－11 

参考資料２－市民アンケート調査 地域別回収状況（本編Ｐ.31） 

  回収数（票） 割合 

廿日市地域 

1.佐方地区 49 6.1％ 

65.3％ 

2.廿日市地区 85 10.6％ 

3.平良地区 44 5.5％ 

4.原地区 13 1.6％ 

5.宮内地区 55 6.9％ 

6.串戸地区 36 4.5％ 

7.地御前地区 56 7.0％ 

8.阿品地区 49 6.1％ 

9.阿品台地区 49 6.1％ 

10.宮園地区 43 5.4％ 

11.四季が丘地区 43 5.4％ 

佐伯地域 

12.玖島地区 8 1.0％ 

6.4％ 
13.友和地区 26 3.3％ 

14.津田・四和地区 15 1.9％ 

15.浅原地区 2 0.3％ 

吉和地域 16.吉和地区 26 3.3％ 3.3％ 

大野地域 

17.大野 1 区 30 3.8％ 

20.4％ 

18.大野 2 区 29 3.6％ 

19.大野 3 区 4 0.5％ 

20.大野 4 区 32 4.0％ 

21.大野 5 区 8 1.0％ 

22.大野 6 区 15 1.9％ 

23.大野 7 区 15 1.9％ 

24.大野 8 区 12 1.5％ 

25.大野 9 区 11 1.4％ 

26.大野 10 区 6 0.8％ 

27.大野 11 区 1 0.1％ 

宮島地域 28.宮島地区 31 3.9％ 3.9％ 

29.わからない 4 0.5％ 0.5％ 

不明 2 0.3％ 0.3％ 

合計 799 100.0％ 100.0％ 
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参考資料３－都市構造の評価（メッシュ別点数評価による都市機能誘導区域

の区域設定の妥当性の確認）（本編Ｐ.47） 

・都市機能誘導区域の設定範囲の妥当性を確認するため、下記の３つの評価項目により都

市構造を評価 

・評価点が高い箇所と設定した都市機能誘導区域は概ね一致することが確認できた 

 評価項目（該当しないものは全て０） 

評価① 
公共交通の利便性
の高い区域 

駅から 500ｍ圏域※1 
又は 20便/日以上※3の 
バス停 300ｍ圏域※5 

駅から 800ｍ圏域※2 
又は 10便/日以上※4の 

バス停 300ｍ圏域 

10便/日未満の 
バス停 300ｍ圏域 

３点 ２点 １点 

評価② 
既存の都市機能の集
積が見られる場所 

要素５～７ 要素３～４ 要素１～２ 

３点 ２点 １点 

評価③ 
現況用途地域（商
業系）の指定状況 

商業地域 
近隣商業地域 

準住居地域 
第 2種住居地域 
第 1種住居地域 

第 2種中高層住居専用地域 
第 1種中高層住居専用地域 
第２種低層住居専用地域 
第１種低層住居専用地域 

３点 ２点 １点 

 

都市機能誘導区

域の評価区分 

（合計点数） 

９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

         

 

 

 【評価項目に関する設定根拠】 

評価① 

※１：高齢者の徒歩圏は半径 500ｍ 

※２：一般的な徒歩圏は半径 800m 

（不動産の表示に関する公正競争規約施行規則により 1分 80mと規定） 

※３：バス路線 20便/日以上のバス停は、1時間 2便程度の路線 

※４：バス路線 10便/日以上のバス停は、1時間 1便程度の路線 

※５：バス利用者の 90％の方が抵抗感なく無理なく歩けるバス停の距離が 300m 

参照）国土交通省「都市構造の評価に関するハンドブック」 

社団法人土木学会「バスサービスハンドブック」 

評価② 

既存の都市機能（医療機能（内科のみ）、商業機能、介護福祉機能、子育て機能、公

共施設（行政機能、文化機能）、教育機能、金融機能の７要素）を各要素の施設から

300mの圏域を作成し、何種類の都市機能が近くに存在するかを評価。 

 

評価③ 

都市機能の集約及び土地の高度利用を図りやすい「商業地域」及び「近隣商業地域」

を高く評価します。 

高評価 中評価 低評価 



パブリックコメント用 

参考－13 
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参考資料４－都市機能誘導施設の設定過程資料（本編Ｐ.56） 

１）拠点類型別の必要機能イメージと廿日市市での検討対象施設 

  類型 

 

機能 

中心拠点 地域／生活拠点 

必要機能イメージ 

（「立地適正化計画策

定の手引き」より） 

廿日市市で都市機能

誘導施設設定の検討

対象とした施設 

必要機能イメージ 

（「立地適正化計画策

定の手引き」より） 

廿日市市で都市機能

誘導施設設定の検討

対象とした施設 

行政 

機能 

中枢的な行政機能 

例：本庁舎 

・市役所 

・合同庁舎（法務局、

税務署、労働基準

監督署） 

日常生活を営む上で必

要となる行政窓口機能

等 

例：支所、福祉事務所

など各地域事務所 

・支所 

医療 

機能 

総合的な医療サービス

（二次医療）を受ける

ことができる機能 

例：病院 

・病院（地域医療支

援病院） 

日常的な診療を受ける

ことができる機能 

例：診療所 

・病院 

・医院・診療所（医

療モール） 

介護 

福祉 

機能 

市町村全域の市民を対

象とした高齢者福祉の

指導・相談窓口や活動

の拠点となる機能 

例：総合福祉センター 

・総合健康福祉セン

ター 

高齢者の自立した生活

を支え、又は日比の介

護、見守り等のサービ

スを受けることができ

る機能 

例：地域包括支援セン

ター、在宅系介護施設 

・福祉センター・保

健センター 

・地域包括支援セン

ター 

・通所系高齢者福祉

施設 

子育て 

機能 

市町村全域の市民を対

象とした児童福祉に関

する指導・相談の窓口

や活動の拠点となる機

能 

例：子育て総合支援セ

ンター 

 子どもを持つ世代が

日々の子育てに必要な

サービスを受けること

ができる機能 

例：保育所、こども園、

児童クラブ、子育て支

援センター、児童館 

等 

・子育て支援センタ

ー 

・保育園・こども園、

幼稚園 

・児童会 

教育・文

化 

機能 

市民全体を対象とした

教育文化サービスの拠

点となる機能 

例：文化ホール、中央

図書館 

・文化ホール 地域における教育文化

活動を支える拠点とな

る機能 

例：図書館支所、社会

教育センター 

・図書館 

・スポーツ施設 

・市民センター 

・小学校 

・中学校 

商業 

機能 

時間消費型のショッピ

ングニーズなど、様々

なニーズに対応した買

い物、食事を提供する

機能 

例：相当規模の商業集

積 

・大型ショッピング

センター 

日々の生活に必要な生

鮮品、日用品等の買い

回りができる機能 

例：食品スーパー 

・スーパー 

・コンビニエンスス

トア 

 

金融 

機能 

決裁や融資などの金融

機能を提供する機能 

例：銀行、信用金庫 

 日々の引き出し、預け

入れなどができる機能 

例：郵便局 

・金融機関（銀行・

信用金庫・郵便

局・ＪＡバンク） 

出典：立地適正化計画策定の手引き  
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 ２）施設の充足度の確認 

① 全国の 30万人規模の地方都市の全国平均からの確認 

・国の「都市構造の評価に関するハンドブック」に則った分析によると、廿日市市の施設

の立地状況については、いずれも 30 万人都市の平均値を上回っており、施設立地として

は、大きな問題はない。 

 

 

３）作業フロー（本編 P.52）に則った検討の結果、追加した施設・除外した施設 

【市の政策として誘導施設に追加した施設】 

休日夜間急患診療所 

・本計画の『重点目標① 地域での健康な暮らしを支えるまちづくり』、

『重点目標②地域の子育てを支援する住みよいまちづくり』のいずれ

においても重要な施設・機能であり、地域医療拠点等整備事業と関連

があることから、政策拠点の誘導施設に位置づける。 

調剤薬局 

・上記と同様に重点目標①・②のにおいて重要な施設・機能であり、地

域医療拠点等整備事業に関連があることから、政策拠点の誘導施設と

して位置づける。また、医院・診療所とも密接な関係にあることから、

地区拠点においても位置づける。 

乳幼児一時預かり 

施設（一時保育） 

・重点目標②において重要な施設・機能であり、地域医療拠点等整備事

業と関連があることから、政策拠点の誘導施設として位置づける。 

 

【市の現状を踏まえ誘導施設から除外した施設】 

小学校 
・必ずしも誘導区域（駅徒歩圏）に立地している必要性はないことから、

誘導施設に位置づけないこととする。 

中学校 ・小学校と同様の理由で、位置づけないこととする。 

児童会 ・小学校に連動して立地しているため、位置づけないこととする。 

コンビニエンススト

ア 

・より身近な購買先として居住誘導区域等の都市機能誘導区域外への立

地も望まれ、必ずしも誘導区域（駅徒歩圏）に立地している必要性は

ないことから、位置づけないこととする。 

金融機関 
・コンビニエンスストア等でのＡＴＭ設置や振込代行サービスで一定の

機能を確保できることから、位置づけないこととする。 
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参考資料５－都市構造の評価（国土交通省「都市構造の評価に関するハンドブック」に則った分析）（本編Ｐ.56） 

１）全国平均との比較 

※生活サービス：「医療」、「福祉」、「商業」、「基幹的公共交通路線（鉄道、バス）」 

 

政令市 概ね50万 概ね30万 10万以下

①生活サービスの徒歩圏充足率 ％ 56.5 56.8 43 53 63 47 30 － － － －

②S45年DID人口密度 人/ha 70.8 53.4 64 79 62 48 44 － － － － 国土数値情報（人口集中地区データ1960年、2010年）

③生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率（医療） ％ 90.2 52.6 85 92 91 86 76 － － － － 国勢調査H22、病院ナビ、ｉタウンページ、国土数値情報

④生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率（福祉） ※1 ％ 78.6 49.8 79 83 90 85 73 － － － － 国勢調査H22、㈱エス・エム・エス運営の介護DB

⑤生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率（商業） ％ 73.6 49.3 75 83 82 75 65 － － － － 国勢調査H22、スーパー名鑑2016、全国大型小売店総覧

⑥基幹的公共交通路線の徒歩圏人口カバー率 ％ 72.9 59.0 55 66 72 58 40 － － － － 廿日市市地域公共交通網形成計画、国勢調査H22

⑦公共交通利便性の高いエリアに存する住宅の割合 ※3 ％ 71.4 52.5 48 52 56 50 46 46 66.4% 72.8% 38.5% 住宅・土地統計調査　都道府県編「最寄交通機関までの距離別住宅数」　H25

⑧生活サービス施設の利用圏平均人口密度（医療） 人/ha 41.4 51.2 39 56 37 24 20 － － － － 国勢調査H22、病院ナビ、iタウンページ、国土数値情報

⑨生活サービス施設の利用圏平均人口密度（福祉） ※1 人/ha 40.5 51.3 38 56 35 22 19 － － － － 国勢調査H22、㈱エス・エム・エス運営の介護DB

⑩生活サービス施設の利用圏平均人口密度（商業） 人/ha 42.5 50.2 42 60 43 29 24 － － － － 国勢調査H22、スーパー名鑑2016、全国大型小売店総覧

⑪公共交通の機関分担率（通勤・通学） ※3 ％ 29.9 49.7 31 － － － － － 30.6% 29.2% 17.6% 国勢調査　H22（｢鉄道・電車」、｢乗合バス」、｢勤め先・学校のバス」の合計）

⑫公共交通沿線地域の人口密度 人/ha 34.1 49.6 35 54 31 19 16 － － － － 国土数値情報、バス利用ガイド、国勢調査H22

⑬徒歩・自転車の機関分担率（通勤・通学） ※3 ％ 15.3 47.2 21 20.9% 27.4% 15.3% 国勢調査　H22（｢徒歩だけ」、｢自転車」の合計）

⑭高齢者徒歩圏に医療機関がない住宅の割合 ※2、3 ％ 50.2 44.2 58 48 31 37 50 66 38.6% 30.0% 68.3% 住宅・土地統計調査　市区町村編第92表　H25

⑮高齢者福祉施設の1km圏域高齢人口カバー率 ％ 85.6 56.8 72 75 86 80 67 － － － － 国勢調査 H22
⑯保育所の徒歩圏0～5歳人口カバー率 ％ 75.6 50.8 74 81 80 76 66 － － － － 国勢調査 H22

◎歩きやすい環境の形成 ⑰高齢者徒歩圏に公園がない住宅の割合 ※2、3 ％ 23.6 59.1 52 45 32 49 51 58 41.7% 33.6% 72.5% 住宅・土地統計調査　市区町村編第92表　H25

⑱市民一万人あたりの交通事故死亡者数 ※2、3 人 0.59 49.9 0.46 0.36 0.29 0.38 0.5 0.57 0.40 0.24 0.67 （財）交通事故総合分析センター 全国市区町村交通事故死者数　H22

⑲最寄り緊急避難場所までの平均距離 ※2 ｍ 683.4 46.8 677 518 572 675 703 719 住宅・土地統計調査　都道府県編「最寄の緊急避難場所までの距離別住宅数」　H25

◎市街地荒廃化の抑制 ⑳空き家率 ※2 ％ 5.5 50.3 6.0 4.6 3.7 4.3 5.3 7.3 住宅・土地統計調査　H20

㉑従業者一人当たり第三次産業売上高 百万円 10.5 50.1 10.3 10.4 17.1 15.1 11.6 9.4 経済センサス活動調査 H24_広島県_売上（収入）金額等_1-2

㉒従業人口密度（市街化区域） 人/ｈａ 25.4 51.2 23 30 31 20 16 － 国勢調査 H22
㉓都市全域の小売商業床面積あたりの売上高 万円/㎡ 71.4 45.5 80.4 88.6 86.2 77.1 71.1 － 経済センサス活動調査 H24
㉔平均住宅宅地価格（市街化区域） 千円/㎡ 69.8 35.4 99 138 78 65 50 － 国土数値情報「地価公示、公示価格」

④地域経済
◎サービス産業の活性化

◎健全な不動産市場の形成

②健康・福祉

◎徒歩行動の増加と市民の健康の増進

◎都市生活の利便性向上

③安全・安心
◎市街地の安全性の確保

広島市 東広島市

①生活利便性

◎居住機能の適切な誘導

◎都市機能の適正配置

◎公共交通の利用促進

全国平均を50
点とした時の

廿日市市の評
価値

都市規模別平均値（※国 ハンドブックより） ※統計等より再算出

備考
全国 三大 都市圏

地方都市圏
全国

評価分野・評価軸 評価指標 単位 廿日市市

全国平均 

廿日市市 
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２）30万人都市（地方圏に属する人口 10万～40万人の都市）平均との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政令市 概ね50万 概ね30万 10万以下

①生活サービスの徒歩圏充足率 ％ 56.5 63.4 43 53 63 47 30 － － － －

②S45年DID人口密度 人/ha 70.8 63.5 64 79 62 48 44 － － － － 国土数値情報（人口集中地区データ1960年、2010年）

③生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率（医療） ％ 90.2 57.2 85 92 91 86 76 － － － － 国勢調査H22、病院ナビ、ｉタウンページ、国土数値情報

④生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率（福祉） ※1 ％ 78.6 52.7 79 83 90 85 73 － － － － 国勢調査H22、㈱エス・エム・エス運営の介護DB

⑤生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率（商業） ％ 73.6 54.3 75 83 82 75 65 － － － － 国勢調査H22、スーパー名鑑2016、全国大型小売店総覧

⑥基幹的公共交通路線の徒歩圏人口カバー率 ％ 72.9 66.5 55 66 72 58 40 － － － － 廿日市市地域公共交通網形成計画、国勢調査H22

⑧生活サービス施設の利用圏平均人口密度（医療） 人/ha 41.4 60.7 39 56 37 24 20 － － － － 国勢調査H22、病院ナビ、iタウンページ、国土数値情報

⑨生活サービス施設の利用圏平均人口密度（福祉） ※1 人/ha 40.5 61.0 38 56 35 22 19 － － － － 国勢調査H22、㈱エス・エム・エス運営の介護DB

⑩生活サービス施設の利用圏平均人口密度（商業） 人/ha 42.5 59.5 42 60 43 29 24 － － － － 国勢調査H22、スーパー名鑑2016、全国大型小売店総覧

⑫公共交通沿線地域の人口密度 人/ha 34.1 59.2 35 54 31 19 16 － － － － 国土数値情報、バス利用ガイド、国勢調査H22

⑮高齢者福祉施設の1km圏域高齢人口カバー率 ％ 85.6 59.3 72 75 86 80 67 － － － － 国勢調査 H22

⑯保育所の徒歩圏0～5歳人口カバー率 ％ 75.6 54.9 74 81 80 76 66 － － － － 国勢調査 H22

◎市街地の安全性の確保 ⑲最寄り緊急避難場所までの平均距離 ※2 ｍ 683.4 59.8 677 518 572 675 703 719 住宅・土地統計調査　都道府県編「最寄の緊急避難場所までの距離別住宅数」　H25

◎市街地荒廃化の抑制 ⑳空き家率 ※2 ％ 5.5 49.9 6.0 4.6 3.7 4.3 5.3 7.3 住宅・土地統計調査　H20

㉑従業者一人当たり第三次産業売上高 百万円 10.5 49.5 10.3 10.4 17.1 15.1 11.6 9.4 経済センサス活動調査 H24_広島県_売上（収入）金額等_1-2

㉒従業人口密度（市街化区域） 人/ｈａ 25.4 54.7 23 30 31 20 16 － 国勢調査 H22
㉓都市全域の小売商業床面積あたりの売上高 万円/㎡ 71.4 50.1 80.4 88.6 86.2 77.1 71.1 － 経済センサス活動調査 H24
㉔平均住宅宅地価格（市街化区域） 千円/㎡ 69.8 59.9 99 138 78 65 50 － 国土数値情報「地価公示、公示価格」

◎都市生活の利便性向上②健康・福祉

③安全・安心

④地域経済
◎サービス産業の活性化

◎健全な不動産市場の形成

広島市 東広島市

①生活利便性

◎居住機能の適切な誘導

◎都市機能の適正配置

◎公共交通の利用促進

30万人都市平
均を50点とし
た時の廿日市
市の評価値

都市規模別平均値（※国 ハンドブックより） ※統計等より再算出

備考
全国 三大 都市圏

地方都市圏
全国

評価分野・評価軸 評価指標 単位 廿日市市

30 万人 

都市平均 

廿日市市 

※生活サービス：「医療」、「福祉」、「商業」、「基幹的公共交通路線（鉄道、バス）」 

 


